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安置所における労働者の感染予防対策に関する文献調査研究 

 

研究分担者 猪口 剛  千葉大学大学院附属法医学教育センター 准教授 

 

Ａ.研究背景および目的 

 安置所における労働者の作業環境を整備する

うえで、その業務の特性から遺体からの感染予

防を考慮しなければならない。 

医療における、感染予防対策の基本的な考え

方は「標準予防策（スタンダードプレコーショ

ン）」の遵守である。これは、1996 年米国疾病

管理予防センター（CDC）よりその概念が提唱さ

れた（1）ものであり、日本においても（厚生労

働省通知の院内感染症対策の通知に記載がみら

れる（2）。 

これは、一般的に血液・体液などの検体物の取

り扱いでは、「事前の検査の有無、その結果のい

かんを問わず、全ての検体がなんらかの感染微

生物を含んでいる」ものとして取り扱う必要が

あるという考え方である。この標準予防策の対

象物質には、病理組織も含まれることから、亡

くなったあとのご遺体から流出する可能性のあ

る体液なども、その対象となる。近年、世界を

混乱に陥れたSARS－Cov2に関しては、死後にお

いても感染性が残る可能性も報告されている

（3）。また、平時においても死後の結核感染が

疑われる事例が発生している（4)。従って、体

液などと接触するリスクがある葬儀業者が、遺

体を取り扱う際には、医療と同様の感染症対策

が必要と考えられる。本研究では、遺体を取り

扱う解剖を実務とする職業（法医学、病理学等）

における感染症対策指針に関して、国内外のガ

イドライン・マニュアル・文献検索を行い、葬

儀業者がご遺体を取り扱う際のとるべき感染対

策について考察した。 

 

Ｂ.研究方法 

 国内においては、日本法医学会、日本病理学

会、葬儀社や警察など非医療従者が主体の業種

における遺体取扱い時（解剖時）感染症対策指

研究要旨 

 安置所における労働者の作業環境を整備するうえで、その業務の特性から遺体からの感染予防

を考慮しなければならない。本研究では、遺体を取り扱う解剖を実務とする職業（法医学、病理

学等）における感染症対策指針に関して、国内外のガイドライン・マニュアル・文献検索を行い、

葬儀業者がご遺体を取り扱う際のとるべき感染対策について考察した。日本においては、法医学

会からは、「司法解剖指針」の中に、簡潔な感染症対策に関する記載が見られ、病理学会において

は、学会公認ではないものの、より詳細な感染症対策について記載されたマニュアルが出版され

ていた。また、アメリカやイギリスにおいては、学会公認のガイドラインや、感染予防策につい

て詳細な記載が見られる解剖マニュアルが公表・出版されていた。葬儀業者における適正な感染

対策予防策を考えるうえで、同様に遺体を取り扱う、各学会から公表・出版されているガイドラ

イン・マニュアルは参考になるものと考えられる。一方、その内容は医療従事者向けであり、同

業でないと理解やアクセスが困難な場合も想定される。葬儀安置所における労働者に対するガイ

ドラインは別途必要であり、標準予防策を強調するなどした、非医療従事者にも理解しやすい内

容を検討すべきと思われる。 
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針公表の有無およびその内容を調査した。また、

海 外 に お い て は College of American 

Pathologists 、 National Association of 

Medical Examiners、 The Royal College of 

Pathologists における感染症対策ガイドライ

ン公表の有無およびその内容を調査した。加え

て、法医学領域の遺体取り扱い時感染対策に関

連のある医学的文献を検索し、その内容や傾向

を確認した。 

（倫理面への配慮） 

本研究は、倫理指針には該当しない。 

 

Ｃ.研究結果 

葬儀社など非医療従事者：葬儀関連では、web

などで容易にアクセスできるものとしては新型

コロナウイルスに関連したガイドラインのみ

(5)であり、平時における感染対策に関連したマ

ニュアルは猟渉した限り、確認できなかった。

また、警察関連においても、感染症対策に関す

る公表されているガイドラインは確認できなか

った。 

 

日本法医学会：「司法解剖標準化指針2009年版」

内に、消毒感染予防・器具管理を項目として、

健康診断やワクチン接種の励行、解剖中感染予

防のための防具装着の必要性、針刺し事故発生

時の対応、解剖室・検査室のバイオハザード対

策など、ごく簡潔な記載が確認された(6)。 

 

日本病理学会：猟渉した限り、日本病理学会か

ら、web などで容易にアクセスできるガイドラ

インは公表されていなかったが、日本病理学会

業務委員会編集のガイドライン (7)や病理解剖

マニュアル(8)が刊行されていた。後者ではワク

チン接種（麻疹、風疹、流行性耳下腺炎、水痘・

帯状疱疹・B 型肝炎・インフルエンザ）の推奨

からはじまり、剖検前における患者の感染情報、

剖検中の感染症対策（針・メス使用の注意点、

標準予防策およびゴーグル、フェイスシールド、

非撥水ガウン、２重手袋、長靴の着用）、結核な

どの空気感染予防策、HBV・HBC・HIV 感染遺体

の血液暴露後の対応・消毒等に関する詳細な記

載が確認された。 

 

College of American Pathologists：学会より、

解剖全般に関するガイドラインが出版されてい

た(9)。また、アメリカにおいては、複数の解剖

ガイドラインに関する出版物があることが確認

された(10, 11)。いずれの出版物においても、

感染予防に関する項目があり、 

・標準予防策が感染予防策の原則であること、 

・必要な個人防護服 

・鋭利な器具を使用する際の注意点 

・ワクチンの必要性 

・特別な注意が必要な感染症の分類とその対処 

などの内容が記載されていた。 

なお、アメリカにおける日本の法医学に相当す

る Medical examiner/Coroner が所属する the 

National Association of Medical Examiners 

(NAME)からは、ガイドラインは公表されておら

ず 、 む し ろ ア メ リ カ の Medical 

examiner/Coronerでは、施設における不適切な

感染対策、スタッフのトレーニング・教育アッ

プデートの不足など多くの問題点は残っている

ことが指摘されていた（12）。 

 

The Royal College of Pathologists：学会ワー

キンググループより、2002 年に公表された

「Guidelines on autopsy practice」(13)に、 

・遭遇する可能性のある危険な感染症の分類と

階層化 

・すべての死体からの感染リスクを最小化する

ための標準プロトコール 

・解剖前検査を含む、ケースバイケースのリス

ク評価 

・一般的あるいはまれではあるが、遭遇し得る

危険な感染症に対処するためのプロトコール 

等の項目に対する具体的な記載が見られた。 
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また、SARS-Cov2 に関しては、別途ガイドライ

ンが公表されていた(14)。 

 

その他文献：SARS-Cov2 感染拡大に伴い、同ウ

イルス感染遺体解剖のガイドラインや文献が複

数確認された(16-18)。一方、SARS－Cov2 流行

前においても、解剖時における感染コントロー

ルを目的としたガイドライン的な文献も確認さ

れた(19)。これら文献における、解剖における

感染症対策の原則は、1985年にCDCが発表した、

HIV 感染から医療従事者が身を守る予防策であ

るユニバーサルプレコーションあるいは、これ

をさらに発展させた考え方であるスタンダード

プレコーション（標準予防策）である。 

 

Ｄ.考察 

日本において、安置所における労働者がとる

べき感染症対策に関する一般的なガイドライ

ン・マニュアルは確認できる限り公表されてい

なかった。一方、新型コロナウイルスパンデミ

ックを契機に、同ウイルスに感染したご遺体の

取り扱いが着目され、厚労省より新型コロナウ

イルス感染症により亡くなられた方及びその疑

いがある方の処置、搬送、葬儀、火葬等に関す

るガイドラインが公表されている。このような、

ある感染症の流行を契機に、ガイドラインが整

備される傾向は世界各国でも同様であり、近年

では新型コロナウイルス、古くはHIVの流行を

契機に、解剖実施者を含む、病原体を保有する

組織サンプルを扱う実務者の安全性が着目され、

具体的な安全策を言及した文献が散見された。 

日本において、新型コロナウイルスの流行を

きっかけに遺体においても感染症対策が必要で

あることが、認識されたことは望ましいことで

あるが、新型コロナウイルスだけでなく、結核、

B型肝炎、C型肝炎、HIVなど平時においても感

染対策を施すべき事例は存在する。 

日本においては、法医学会からは、「司法解剖指

針」の中に、簡潔な感染症対策に関する記載が

見られ、病理学会においては、学会公認ではな

いものの、より詳細な感染症対策について記載

されたマニュアルが出版されていた。また、ア

メリカやイギリスにおいては、学会公認のガイ

ドラインや、感染予防策について詳細な記載が

見られる解剖ガイドラインが公表・出版されて

いた。葬儀業者における適正な感染対策予防策

を考えるうえで、同様に遺体を取り扱う、各学

会から公表・出版されているガイドライン・マ

ニュアルは参考になるものと考えられる。 

国内外問わず、これらほとんどのマニュアル

において、感染予防の原則は標準予防策である

ことが明記されており、特に、結核、HIV、肝炎

ウイルスに関しては、特別な感染予防策が必要

であることが強調されていた。一方、本研究で

選択した、法医学・病理学は、医療従事者ない

し医師等が所属する学会であることから、これ

らのガイドライン・マニュアルは、一般的な感

染症に関する事項や標準予防策に関する知識は、

ある程度有している前提となっており、その内

容は簡潔な記載にとどまっている、あるいは、

非医療従事者にとっては、その内容がやや専門

的すぎるととられる可能性があるものも見られ

た。また、Web で公表されていないガイドライ

ン・マニュアルや、英文のものに関しては、関

連職種以外からは、アクセスが困難な場合も想

定される。加えて、病原体への暴露の程度は、

葬儀社関係者などと比べ、解剖実施者の方が、

より高いと思われるが、それらの死後の感染性

に関しては、いまだ不明な点がある。なお、非

医療従事者であるものの、遺体を取り扱う機会

が葬儀社と同様に高い警察においても公表され

ているガイドラインは確認できなかった。 

以上より、安置所における労働者に対しても、

一般的な感染症予防対策に関するガイドライン

が必要であり、葬儀社が取り扱う遺体には、新

型コロナウイルスだけでなく、平時においても

結核、B型肝炎ウイルス、C型コロナウイルス、

HIV 感染など感染症対策が必要な遺体が含まれ
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る可能性があること、これら感染症の基礎的知

識、ワクチン接種の有効性などを、非医療従事

者にも理解しやすい内容で記載することが必要

であると考えられる。特に、 

・血液・体液・分泌物・排泄物等に触れること

が予想される場合の手袋着用。触れた場合の流

水と石鹸による手洗い。 

・これらの飛散が予想される場合、その程度や

部位に応じた、サージカルマスク・アイプロテ

クション（ゴーグルまたはフェイスシールド）・

ガウンの着用 

・血液・体液・分泌物・排泄物等で汚染された

器具・器材の適切な洗浄あるいは消毒 

といった“標準予防策”の考え方および具体的

事項を強調することが望ましいと考えられる。 

 

Ｅ.結論 

現在、葬儀安置所における労働者の作業環境に

対する一般的な感染症対策について書かれたガ

イドラインはなく、その必要性が考慮される。

同じく遺体を取り扱う法医学や病理学における

国内外の感染症対策ガイドラインやマニュアル

は、有用な情報を提供すると考えられるが、そ

の内容は医療従事者向けであり、同業でないと

理解やアクセスが困難な場合も想定される。安

置所における労働者に対するガイドラインの内

容として、標準予防策を強調するなどした、非

医療従事者にも理解しやすい内容を検討すべき

と思われる。 
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